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契約職員就業規則
総　則
（目的）
この規則は、公益財団法人世界自然保護基金ジャパン（以下「この法人」という。）契約職員（以下「職員」という。）の就業に関する事項を定めたものである。
この規則に定めのない事項は、労働基準法その他関係法令の定めるところによる。
（契約職員の定義）
この規則で契約職員とは、第２章に定める手続によりこの法人に採用された者で、雇用契約期間に定めのある者をいう。
契約職員とは、特定のプロジェクトまたは業務の専従として、一定期間、この法人業務に従事する者をいう。
（上司の定義）
この規則で上司とは、次の者のうち当該職員に対して上位の者をいう。
事務局長
室長
室次長
採　用
  （採用）
この法人は就職を希望する者の中から選考試験に合格した者を試用職員として採用する。
この法人は採用を内定した者に対して、原則として書面により、採用内定の通知を行うものとする。
採用内定の通知を受けた者は、この法人の定めた期日までに、書面にて入局の誓約をしなければならない。

（提出書類）
第1条 第4条3項に定める入局の誓約を行なった者は入局の誓約を行なった日から２週間以内に次の書類を提出または提示しなければならない。ただし、選考の際にすでに提出したものおよびこの法人が免除したものを除く。
（１） 履歴書
（２） 最終学歴の卒業証明書または卒業見込証明書
（３） 最終学歴の成績証明書
（４） 最近３カ月以内に撮影した写真
（５） 身元保証書・誓約書
（６） 住民票記載事項証明書（個人番号が記載されていないものに限る）
（７） 年金手帳、雇用保険被保険者証（保持者のみ）
（８） 最近３カ月以内に受診した健康診断書
（９）  自動車運転免許証の写し（但し、自動車運転免許証を有する場合に限る）
（10） 個人番号カード、通知カード又は個人番号が記載された住民票の写し、
若しくは住民票記載事項証明書（個人番号カード又は通知カードについ
ては提示の場合は原本の提示、送付の場合は写しの送付による。）
（11） 個人番号カード表裏面の写し又は通知カードに記載された事項がその者に係ることであることを証するものとして行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則で定める書類（ただし、対面で本人確認を行う場合は原本を提示する。）
（12）その他人事管理上必要な書類
２  前項の定めにより提出又は提示した書類の記載事項に変更が生じたときは、速
やかに書面でこの法人に変更事項を届け出なければならない。
       ３  この法人は、職員が前２項の届出に虚偽の記述をし、または、その届出を怠る
ことによって生ずる不利益に対して、その責を負わない。
       ４  第１項１０号で取得する個人番号の利用目的は次のとおりとする。なお、社会
保障や税の定められた書類への個人番号の記載は法令で定められた義務であ
るため、職員はこの法人の個人番号の提供の求め及び本人確認に協力しなけれ
ばならない。
（1） 源泉徴収関連事務
（2） 扶養控除等（異動）申告書、保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書作成事務
（3） 退職所得に関する申告書作成事務
（4） 財産形成住宅貯蓄・財産形成年金貯蓄に関する申告書、届出書及び申込書作成事務
（5） 個人住民税関連事務
（6） 雇用保険関連事務
（7） 健康保険・厚生年金保険関連事務
（8） 国民年金第３号被保険者の届出事務
（9） その他上記①から⑧の事務に関連する事務
（試用期間）
新たに採用された者は原則として３カ月の試用期間を設け、職員としての採否を決定する。
試用期間中に職員として不適当と認められた者については、この法人は第２９条の規定に従い採用を取り消すことがある。
試用期間を満了し、職員となった場合の試用期間は勤続年数に通算する。   
試用期間は、この法人が必要と認めたときはこれを短縮しまたは延長することがある。
服務規律
（服務心得）
職員は次の事項を守り服務に精励しなければならない。
常に健康に留意し、明朗溌刺たる態度をもって勤務すること
自己の業務上の権限を超えて専断的なことを行なわないこと
常に品位を保ちこの法人の名誉を害し信用を傷つけるようなことをしないこと
この法人の業務上の機密およびこの法人の不利益となる事項を他に洩らさないこと
この法人の施設、什器、製品および文書はていねいに取扱い、保管すること
職場の整理整頓に努め、常に清潔に保つようにすること
業務を妨害しない、または職場の風紀秩序を乱さないこと
業務上の地位を利用して不当に金品を受けとらない、または金銭の貸借をしないこと
定められた場所以外で喫煙しない、またはこの法人の許可なく火気を使用しないこと
この法人の許可を得ないで他に雇われないこと
許可なくこの法人内で物品を販売しない、または仲介の業を行なわないこと
業務以外の目的で、この法人の施設を使用するときは上司の事前の承認をうけること
この法人の許可なく、職場で集会もしくは演説をしない、または私的文書を配布もしくは貼付しない、その他これに類する行為をしないこと
相手方の望まない性的言動により、円滑な職務遂行を妨げたり職場の環境を悪化させ、またはその性的言動に対する相手方の対応によって、一定の不利益を与えるような行為をしないこと 
（届出の義務）
職員は、次のいずれかに該当するときには直属上司を経由して事務局長（不在の場合は代行者。以下同様。）に届出なければならない。
休暇・欠勤（休暇以外の不出勤をいう。以下同様。）・私用外出等は、事前に室長（不在の場合は代行者。以下同様）に届出て許可を受けなければならない。なお、2週間を超える休暇を取得するときは、所定様式により届出なければならない。
私傷病により職員が４日以上欠勤する場合で、この法人が要求するときは、医師の診断書を提出しなければならない。
職員の姓名、住所、家族等に変更があった場合は、遅滞なく届出なければならない。ただし、姓名について、業務上必要がある場合には、あらかじめ届出をした上で、通称使用できる。
業務上の都合により職員が直行、直帰するときは事前に室長に届出て許可を受けなければならない。
勤　務
（勤務及び勤務時間）
職員は勤務報告書に必要事項を所定の方法で表示しなければならない。
前項の表示は自分で正確に行うものとし、原則として他人にこれを依頼し、または他人のためにしてはならない。

職員の勤務時間は、１カ月単位のフレックス制によるものとする。
労働時間の清算期間は、毎月１日から末日までの１か月間とする。
清算期間における所定労働時間は、１日７時間３０分に清算期間中の所定労働日数を乗じて得られた時間数とする。
１日の標準労働時間は７時間３０分とする。
職員は７時から２２時までの時間帯において自主的に始業または終業を決定することができる。
清算期間中の実労働時間が所定労働時間を超過したときは、超過した時間に対して時間外労働割増賃金を支給する。
清算期間中の実労働時間が所定労働時間に不足したときは、その不足時間相当分の給与を減額する。
（休憩）
職員の休憩時間は、勤務時間の途中の任意の１時間とする。
（時間外勤務）
この法人は、業務上の必要がある場合には月間所定労働時間を超えて時間外勤務をさせることがある。
前項の時間外労働をさせる場合には、労使協定（三六協定）を締結するものとする。
時間外勤務は室長の指示により行うものとし、所定の基準に則り、勤務報告書に記録する。
小学校入学までの子の養育又は要介護状態にある家族の介護を行う法定の労働時間を超える労働については、２の協定において別に定めるものとする。
（この法人外での勤務）
職員が出張その他この法人の用務をおびてこの法人外で勤務する場合で勤務時間を算定しがたいときは、１日について７時間３０分勤務したものとみなす。ただし、室長があらかじめ別段の指示をしたときはこの限りではない。
休日・休暇
（休日）
休日は次のとおりとする。
日曜日
土曜日
国民の祝日（５月４日の休日を含む）
国民の祝日が日曜日と重なるときは、その翌日
年末年始（12月29日～１月３日）
その他この法人が認めた日
（振替休日）
業務上必要がある場合には、事務局長の指示によりあらかじめ休日を指定して、前条の休日を振り替えることがある。
振替勤務・振替休日は、事前に室長を経由して事務局長に届出なければならない
振替休日は、本来の休日が属する月内に指定し、かつ４週４日の休日を確保するものとする。
（休日勤務）
業務上必要がある場合には、第１３条の休日に休日勤務（振替勤務としない場合）をさせることがある。この場合には第１１条第２項・第３項、および第１４条第２項・第３項を準用するものとする。
前項による休日勤務を行った場合は、原則として１週間以内に代休をとるものとする。
（年次有給休暇）
６カ月間継続勤務し、所定勤務日数の80パーセント以上出勤（休暇は出勤扱い）した職員には所定の年次有給休暇を与える。
前項に関わらず採用年度の年休付与日数は10日とする。ただし、試用期間中であっても年次有給休暇を使用できるが、不採用または試用期間中に退職となった場合は、当該休暇を欠勤扱とし欠勤控除（給与を支給しない）をする。
２年目以降の年次有給休暇日数は以下のとおり定める。２年目11日、３年目13日、４年目16日、５年目以降21日
年次有給休暇は、事前に室長に届出ることを原則とし、職員の請求する日に与える。ただし、業務上やむをえない場合には、その時季を変更させることがある。
年次有給休暇は、通常１日単位とするが、半日単位（３時間45分）で運用できるものとする。
未消化の年次有給休暇は、翌年度に限り繰り越すことができる。
休職または欠勤により前年度の所定勤務日数の80パーセント以上の勤務をしなかった職員には、次の計算式（１日未満は切捨）に従い年次有給休暇を与える。
通常の年次有給休暇日数×出勤日数÷所定勤務日数
 (時間単位の年次有給休暇)
１６条の２　労使協定に基づき、前条の年次有給休暇の日数のうち、１年について５日の範囲内で、次により時間単位の年次有給休暇（以下「時間単位年休」という。）を付与する。この５日には、前年の時間単位年休に係る繰越し分を含める。
1. 時間単位年休を取得する場合の、１日の年次有給休暇に相当する時間数は、８時間とする。
1. 時間単位年休は、１時間単位で付与する。
1. 本条の時間単位年休に支払われる賃金額は、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の1時間当たりの額に、取得した時間単位年休の時間数を乗じた額とする。
1. 上記以外の事項については、前条の年次有給休暇と同様とする。
（公民権行使のための勤務免除）
職員が勤務時間中に選挙権の行使、その他公民としての権利を行使するためにあらかじめ室長を経由して事務局長に申し出た場合は、それに必要な時間を与える。
前項の申し出があった場合に、権利の行使を妨げない限度においてその日時を変更することがある。
（特別休暇）
職員が次に該当するときは、特別休暇を請求することができる。
結婚休暇
本人が結婚するとき　・・・・・・・・・・・・・・・・・・５日
子が結婚するとき　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２日
忌引休暇
父母、配偶者および子が死亡したとき・・・・・・・・・・・７日
配偶者の父母、兄弟姉妹、祖父母が死亡したとき・・・・・・４日
伯叔父母、孫、配偶者の祖父母・兄弟姉妹が死亡したとき・・２日
その他の３親等以内の血族が死亡したとき・・・・・・・・・２日
出産休暇
妻が出産するとき　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２日
女子職員から生理休暇の請求があったとき・必要な日数
業務上の傷病により勤務できないとき・・  必要な日数
第３４条３項により赴任する場合・・・最短旅行日数の他に４日以内の必要な日数
上記６項に定める他、特別に事務局長が認めた場合・・・　必要な日数
前項の特別休暇を請求する場合には直属上司を経由して室長に届出て承認を受けなければならない。
第１項の特別休暇は有給とする。ただし、（４）は１日間のみ有給とし、（５）については給与規程に定める。
第１項（１）（２）（６）については、分割して請求することができる。
休職・復職
（休職事由）
職員が次に該当する場合には休職を命ずる。
職員が私傷病により次の期間を超えて欠勤したとき。ただし、第２５条の１により女子職員本人が出産するとき取得する産前産後休業については、ここでいう欠勤とはしない。なお、欠勤した者が一時出勤し、その出勤が１カ月に満たないで、同一事由により再び欠勤した場合には、前後の欠勤期間はこれを連続しているものとみなす。
	勤続年数
	欠勤期間

	１年未満
１年以上
	２ヶ月
４ヶ月




職員が自己都合により１カ月（正当な事由によりこの法人が承認した場合には（１）を準用）を超えて欠勤したとき
職員が公職につき業務に支障があると思われるとき
その他この法人が休職させることを必要と認めたとき
（休職期間）
休職期間は次のとおりとする。なお、休職している者が一時出勤し、その出勤期間が１カ月に満たないで、同一事由により再び欠勤した場合には、前後の期間は、これを通算し休職期間とみなす。
私傷病　・・・　１年または、勤続１年について１カ月の割合をもって計算した月数のいずれか長期を限度とする。ただし、事情によっては期間を延長することがある。なお、私傷病による休職の場合にはこの法人の請求する時期にこの法人が認める医師による診断書を提出しなければならない。
自己都合による欠勤の場合・・６カ月を限度とする
その他・・・・・・・・・・・・・・　必要な期間
欠勤期間中および休職期間中の給与および退職金は、給与規程および退職金規程で定める。
（復職）
休職の理由が消滅したときは復職を命ずる。
復職した職員には、原則として旧職務に就かせる。
（勤続年数との関係）
この法人が特に認めた場合を除き休職期間は勤続年数に通算しない。勤続期間の計算方法については、退職金規程に定める。
（育児休業及び育児時間）
職員のうち必要のあるものは、この法人に申し出て育児休業をし、又は育児時間を取得することができる。
育児休業、育児時間の対象職員、手続きなど必要な事項については、別に定める育児休業規程による。
（介護休業、介護短時間勤務及び看護休暇）
職員のうち必要のあるものは、この法人に申し出て介護休業、介護時間又は看護休暇を取得することができる。
介護休業、介護時間、看護休暇の対象職員、手続きなど必要な事項については、別に定める介護休業規程による。
（産前産後の取り扱い）
女子職員の産前産後の取り扱いは、次の各号のとおりとする。
この法人は、６週間（多胎妊娠の場合は14週間）以内に出産する予定の女子職員が休業を申し出たときおよび産後８週間を経過しない女子職員に対して勤務させない。ただし、産後６週間を経過し、医師の証明を添え申し出たときはこの限りでない。
出産予定日より出産がのびた場合は、産前の休業期間を延長する。
前２号によって勤務しなかった期間は欠勤とする。ただし、有給休暇日数の算出および休職の理由となる欠勤日数の算出については、これを出勤したものとみなして取り扱う。
この法人は、妊娠中および産後１年を経過しない女子職員が申し出たときは、時間外勤務、休日出勤および深夜勤務を行なわせない。
この法人は、妊娠中および産後１年以内の女子職員が、母子保健法に基づく保健指導および健康診査を受けるためあらかじめ申し出たときは、実情に応じて必要な時間を与える。
前号の保健指導および健康診査に基づく医師等の指導事項を守るために必要があるときは、その実情に応じて、就業時間の変更、休憩時間の付与、業務内容の変更、超過勤務の免除その他の措置を講ずる。
前２号によって勤務しなかった期間は、勤務とみなさない。
退職・解雇
（退職）
職員が次のいずれかに該当したときには退職とし、職員の身分を失う。
雇用契約が終了したとき
職員が退職届を出し、退職が決まったとき
休職期間を満了しても復職できないとき
死亡したとき
（退職届の提出）
退職しようとする職員は、少なくとも１４日以前に直属上司および事務局長を経由してこの法人に退職届を提出しなければならない。
前項の手続をして、退職が確定したら事務局長の指定する者と事務の引き継ぎを円滑に行わなければならない。
（解雇）
この法人は、職員が次のいずれかに該当するときには解雇することがある。
職員が精神または身体の障害により業務を遂行できないとこの法人が認めたとき
職員の職務の遂行が著しく不良であるとき
この法人の運営が著しく困難となり解雇以外に適切な方法のないとき
業務上傷病の場合でこの法人が労働基準法に定める打切補償を支払ったとき
その他前各号に準じる事情があったとき
（解雇予告）
前条にもとづき職員を解雇する場合には、３０日前に本人に予告し、または予告に代り３０日分の平均賃金を支払う。ただし、採用されてから１４日以内の試用期間中の者はこの限りではない。
解雇予告の日数は平均賃金を支払った日数分だけこれを短縮することができる。
（解雇制限）
第２８条の規定にかかわらず、次に掲げる期間は解雇しない。
産前産後の休暇中およびその後３０日間
業務上の療養期間中およびその後３０日間（第２８条第４号に該当したときを除く）
（返還義務）
職員としての身分を失ったときは健康保険証その他この法人が貸与したものを遅滞なく返還しなければならない。
職員はこの法人に対する未払金その他の債務があるときは遅滞なく返済しなければならない。
給　与
（給与）
職員の給与は別に定める給与規程による。
退職金
（退職金）
職員の退職金は別に定める退職金規程による。
異動・出張
（異動）
業務上必要がある場合には、職員に職場転換の人事異動を命ずることがある。職種の転換は原則おこなわない。
前項の異動を命ぜられたときは、正当な理由なくこれを拒んではならない。
１項の人事異動による国内での勤務地の変更に伴い、住居の移転が必要と事務局が認めた場合には、別に定める赴任旅費、赴任手当並びに荷造費・運送費を支給する。基準は別表１に定める。
（出張）
業務上必要がある場合には、職員に出張を命ずることがある。
２  出張に関する手続および出張旅費については、別に定める一般職員・契約職員出張旅費規則に準じて、適用する。　　　
災害補償
（業務上の災害補償）
職員が業務上、負傷しもしくは疾病にかかり、または障害が残りもしくは死亡した場合には、労働者災害補償保険法により、これを補償する。
前項による補償があった場合は、この法人は労働基準法による補償の義務を免がれる。
業務上災害により療養する期間は、勤続年数に通算する。
（業務外の災害補償）
職員が業務外の傷病（私傷病）にかかった場合には、健康保険法・厚生年金保険法等の関係法令の定めるところによる。
（通勤途上の災害補償）
通勤途上の災害の場合には労働者災害補償保険法・健康保険法等の関係法令の定めるところにより、これを補償する。
表彰・懲戒
（表彰）
職員で次のいずれかに該当する者は、賞状・賞金等によりこれを賞する。
貢献が顕著であるとき
業務上有益な発明、改良、工夫または考案のあったとき
災害の危険を事前に発見しまたは災害を防止したとき
緊急の際、特に功労のあったとき
抜群の業務能力で他の模範と認められるとき
永年、誠実に勤務したとき
その他この法人が表彰に価いすると認めたとき
表彰は人事担当室長及び事務局長が起案し、会長が決定する。
（懲戒処分）
懲戒処分は、次の４種とする。
訓戒・・・・・	始末書をとり戒める
減給・・・・・	１件で平均賃金の１日分の２分の１以下、総額で１カ月の月給の１０分の１以下の範囲で減給する
出勤停止・・・	暦日７日以内の出勤を停止し、その期間中の給与は支給しない
懲戒免職・・・	退職金を支給せず即時に解雇する。ただし、情状により諭旨解雇とすることがある
懲戒処分は人事担当室長及び事務局長が起案し、会長が決定する。
（訓戒または減給の基準）
職員が次のいずれかに該当するときは、訓戒または減給に処することがある。
就業規則その他の規則にしばしば違反したとき
正当な理由がなく、みだりに私用外出または欠勤したとき
業務その他に関し不正の申告をしたとき
可燃物を不注意に取扱ったとき
業務上で正当な理由がないのに、上司の指示に従わないとき
故意または過失によりこの法人に損害を与えたとき
承認なしに、この法人の金銭・財物・情報を持出したとき
職場で暴行・脅迫に及んだとき
この法人の承認なしに、職場において物品を販売しまたは仲介により利益を得ようとしたとき
その他前各号に準じる行為があったとき
（出勤停止または懲戒免職の基準）
職員が次のいずれかに該当するときは、出勤停止または懲戒免職に処することがある。ただし、情状により酌量することがある。
再三にわたり懲戒を受けたにもかかわらず、態度が改まらないとき
採用の条件となるような重要な経歴を詐りまたはその他の不正な手段により、雇用されたとき
出勤状態が極めて悪く、再三にわたり注意をしても改める態度が見られないとき
この法人に重大な損害を与えまたはこの法人の名声を著しく傷つけたとき
故意にこの法人の秘密を洩らしたとき
この法人の物品・情報を不正に持出し、情状酌量の余地のないとき
正当な理由なく、無断欠勤が１４日以上に及んだとき
この法人の承認を得ないで他に雇用されたとき
職場において、他人の金銭・財物を盗んだとき
業務上、金銭または財物を横領したとき
不正な申告その他の不当な手段により、この法人から金銭または財物を受け取ったとき
相手方の望まない性的言動により、円滑な職務遂行を妨げたり職場の環境を悪化させ、またはその性的言動に対する相手方の対応によって、一定の不利益を与えるような行為をしたとき
その他前各号に準じる行為があったとき
前項により懲戒免職された場合で、所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは解雇予告手当を支給しない。
安全衛生
（安全衛生）
この法人は、職場の安全・保健衛生に留意し職場環境の改善に最善を尽くすものとする。職員は災害予防に協力し、職場の安全および保健衛生に全面的に協力するものとする。
（健康診断）
この法人は年１回職員の健康診断を実施する。
職員はこの法人の指示に従い、健康診断を拒んではならない。

この規程の改廃は、会長の決裁を得て行う。
この規則は、２００６年　７月　１日から実施する。
改訂	２０１０年　４月　１日
この規則は、２０１５年　１０月　５日から実施する。
この規則は、２０１６年　　７月　１日から実施する。


【別表１】
	就業規則第３４条３項の支給額については以下のとおりとする。
１．赴任旅費については出張旅費規則を準用する。職員には交通費、宿泊料（宿泊を伴う場合）を支払う。家族を帯同する場合、帯同する家族にも交通費、宿泊料（宿泊を伴う場合）を支払う。
２．赴任手当は●円とする。なお、配偶者、子女または本人と生計を一にするその他の家族を帯同したときは、一人につき●円を加算する。
３．荷造費・運送費は実費を支給する。ただし、社会通念上、通常の家財と見なされないものについては支給の対象外とする。
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